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03 民生費

01 社会福祉費

03 障がい者福祉費

障がい者支援課
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障がい者自立支援特別対策事業 子育てを支援し、お年寄りが元気な

障がい者の自立と社会参加の推進

安心して健やかにくらせる健康と福

『ひと』がいきいき

0

6,4090020,5500

26,95926,95926,9590

補正後の額補正前の額

0

歳出予算事業概要書

県支出金

16 20,55012 20役務費 都道 02 02 01 064
13 2委託料 障害者自立支援特別対策事業補助金
18 1,315備品購入費
19 20,745負担金補助及び交付
20 4,877扶助費
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所属課名

内線番号

大事業

中事業

小事業

細事業

調整結果額
うち復活額

国庫支出金 地方債 その他 一般財源

実

施

計

画

財源内訳

部

章

節

細 節

要求額

各　課

一般財源

財源 細節款 項 目 節
本年度の財源内訳節

金 額 金 額区分
１．事業の概要と必要性

２．根拠法令

３．用地の状況

４．基本計画との関連

５．本年度の計画効果

実施計画計上額

目 的 別

性 質 別

６．財源の説明

経過的な措置として、障がい者及び事業者のための激変緩和、自治体において一時的
に必要となる事務費の円滑化、窓口業務の円滑化等に必要な機器の設置などを行う。

①事業運営円滑化事業　

向上を図ることができる。
視覚障害者等の窓口業務を円滑に行うことにより障がい者福祉サービスの
社会参加を推進できる。また一時的に必要となる事務処理の円滑な対応、及び
行うことにより事業意欲、就労意欲、就労を通じた自立の促進を図り、障害者の
　障害者自立支援法施行による事業所及び障がい者の負担等の激変緩和措置等を
②事業効果

　障害者自立支援法の確実な定着を図るため、平成２１年度の同法の見直しまでの
①事業の概要

　公的機関の窓口業務の円滑化等に必要な情報支援機器等の設置を行う。
⑥視覚障害者等情報支援緊急基盤整備事業
　療養介護事業の対象者に対する負担等の激変緩和を行う。
⑤進行性筋萎縮症者療養等給付事業受給者に対する激変緩和措置事業
　一定の要件を満たすものに対し、給付金を支給し就労意欲の向上を図る。
④就労意欲促進事業
　同法施行に伴い一時的に必要となる施行事務を円滑に行う。
③障害者自立支援法施行円滑化事務等特別支援事業
　通所施設等における送迎サービスの実施を促進し、利用者負担の軽減を図る。
②通所サービス利用促進事業
　に助成を行う。
　障害者自立支援法施行に伴う報酬日払い方式導入に即座に対応することが困難な事業所

鳥取県障害者自立支援対策臨時特例基金特別対策事業実施要綱

県支出金
　障害者自立支援法施行円滑化事務等特別支援事業

事業運営円滑化事業
　19,500,000×3/4=14,625,000
通所サービス利用促進事業補助金
　1,000,000×10/10=1,000,000

　336,575×10/10=336,000
視覚障害者等情報支援緊急基盤整備事業

　1,244,350×3/4=933,000
就労意欲促進事業
　3,502,849,×3/4=2,627,000
進行性筋萎縮症者療養等給付事業受給者に対する激変緩和措置事業
　1,373,256×3/4=1,029,000
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